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パブリックコメント意見への対応について 

 

対応区分集計 

対応区分 対応内容 件数 

①計画案に記載済の内容です いただいたご意見の内容は既に計画案に盛り込まれています。 1 

②計画案を修正します いただいたご意見をもとに計画案を修正します。 1 

③今後の参考・検討とします 
計画案の修正はしませんが、いただいたご意見は今後の施策・事

業の参考または検討材料にします。 
9 

④計画案のとおりとします 
ご意見の反映や対応が困難、または、市の考え方と方向性が合致

しない内容です。 
3 

⑤その他 
計画案の内容と直接関係のないご意見、感想等 

（①～④に該当しないもの）。 
1 

合計   15 
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回答 
意見
NO. 

内容 
対応 
区分 

回答 

1 
学童クラブの長期休暇について開所時間をもう少し早くしてほしい。

お盆の期間も開けてほしい 
③ 

開所時間については、各放課後児童クラブで決定してお

ります。各クラブに対しては、引き続き就労ニーズに応

じて開所時間を検討するよう周知してまいります。 

2 

様々な計画を掲げてくださりありがとうございます。 

私は不動産業に勤めており、仕事上関わるお客様のご意見もふまえて

コメントさせていただきます。野々市市から子育て世帯が転出してし

まう原因の 1つとして"不動産が高くて買えない"というのがあると思

います。家を購入されるお客様は圧倒的に子育て世帯が多いのです

が、野々市市は相場が高いので購入出来ず、金沢市や白山市で家を購

入される方が多いです。昨今の物価上昇に対応する為に、住宅費を抑

えることはやむを得ないとは思います。したがって、"野々市に住み続

けたくても住み続けられない"という方が多い印象です。不動産の相場

は野々市市が何とかできる問題ではないとは存じますが、何か対策が

できればいいなと感じています。また、学校給食が無償化の市町村も

子育て世帯には人気エリアとなっております。給食費は住宅費と同じ

く毎月の固定費になりますので、家計の負担になります。野々市市も

学校給食無償化のご検討を宜しくお願い致します。 

③ 

住宅価格については、市がコントロールできる問題では

ありませんが、本市の人口問題の課題の一つとして認識

し、担当課とも情報共有するようにいたします。学校給

食費ついては、経済的理由から負担が厳しい保護者に対

しては、生活保護や就学援助による支援を実施しており

ます。全世帯を対象とした学校給食費の無償化について

は、大きな財源の確保が必要な事業であり、自治体間で

格差が生じることがないように国が全国一律に実施する

よう引き続き要望していくとともに、本市の取り組むべ

き課題として今後も検討してまいります。 

3 
給付金や手当は低所得者だけでなく、子育て世帯全体に配布してほし

いです。 
③ 

いただいたご意見につきましては、子育て世帯の経済的

負担の軽減についての検討を行う上で、今後の参考にさ

せていただきます。 
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意見
NO. 

内容 
対応 
区分 

回答 

4 

新しいお店や場所が増え、いろんな人が野々市に来ますが交通ルール

が守られていない場面も良く見られるのでお年寄りから子供達のため

に交通整備や環境を整えてほしいです。御経塚保育園の前が以前より

交通量が増え、とても危なく感じます。保育園利用者は一方通行で利

用をしていますが、その他一般車両も一方通行にしていただきたいで

す。 

③ 

警察や道路管理者などの関係機関と連携しまして、引き

続き、安全な交通環境の確保に向け、取り組んでまいり

ます。 

5 

暖かい季節になると団地や公園に夜遅くまで 1人でいる子供達を見か

けます。保育園や学校行事に参加しない、子供を放置しているのでは

という保護者も度々見られます。理由はあるかもしれませんが、その

ようなご家庭の子供達のために安全と安心できる場所があればと思い

ます。そうゆう場にお金がかかってしまうと、どうしても利用は控え

てしまうのでできれば無償やなにか条件があるといいなと思います。

小学校ではいじめられるとよく泣いている男の子もいます。子供た

ち、または保護者への親身なカウンセラーやメンタルケアが今よりも

しやすい環境や場があればいいなと思いました。 

① 

こどもの安全・安心な居場所づくりについては、本計画

においても「児童館」や「こどもの多様な居場所づく

り」等の取り組みについて記載しており、今後充実を図

ってまいります。また、スクールカウンセラー等による

相談支援や、子育て中の保護者を対象とした相談支援に

ついても実施しており、必要な支援がそれを必要とする

人に確実に届くよう、引き続き取り組んでまいります。 

6 

保育士等の給料の底上げをよろしくお願いします。今、仕事ができて

いるのは、保育園のおかげです。もっと安心で安全な保育のために

も、まずは職員の給与改善してください。 

③ 

保育士の処遇改善については、国の制度上の課題でもあ

りますが、本計においても重点課題の１つに「乳幼児期

の教育・保育サービスの確保と充実」を掲げ、「人材の

確保・育成や良好な教育・保育を可能とする環境整備等

の観点から、充実を図」るとしており、市としてどのよ

うな取り組みが可能か、検討してまいります。 
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意見
NO. 

内容 
対応 
区分 

回答 

7 保育料について、第一子から無料にしてほしいです。 ③ 

いただいたご意見につきましては、子育て世帯の経済的

負担の軽減についての検討を行う上で、今後の参考にさ

せていただきます。 

8 

長い。市民が読むとは思えません。計画案としては今の書式でいいと

思いますが、市民に見てもらい意見を本気で貰おうと思っているなら

短くパワポなどでまとめて「これをやります。こういうことをしてい

きます。」「予算はこのくらいです。」などまとめた方が読まれるし

意見も貰えると思います(本気で意見が欲しいなら)。 

③ 

本計画は行政計画の一つであり、国の大綱に準じた構成

をとり、国の指針によって掲載が義務付けられた内容を

含んでおります。また本市の現状や課題についても可能

な範囲で盛り込んでいるため、ページ数が多くなってし

まっております。市民の皆様への幅広い周知につきまし

ては、今後４ページ程度の概要版を作成し、HP等で公開

すること等を予定しております。 

9 

転入などを狙っているなら子育て世代が入ってくることが必須だと思

います。子育てしやすい環境、予算の使い方が必要です。期待しま

す。 

⑤ 

若い世代の定住化とそれに資する産業の育成、居住環境

等の整備と充実をめざすため、本年 4月からを推進期間

とする「第 3期ののいち総合戦略」を策定し、この戦略

に基づき子育て支援についても充実を図ってまいりま

す。 

10 小学校、中学の校区をもういちど見直したほうが良いのでは? ④ 

校区の設定については本計画の対象外となりますが、今

後も児童生徒数の推移を見極めながら適切に対応してま

いりたいと考えております。 

11 野々市小学校、校区だが人数も多いため小学校を１校作って欲しい。 ④ 

校区の設定については本計画の対象外となりますが、今

後も児童生徒数の推移を見極めながら適切に対応してま

いりたいと考えております。 
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意見
NO. 

内容 
対応 
区分 

回答 

12 

放課後児童クラブを利用する予定があります。保育所や小学校と比較

して、内容や詳細がよくわかりません。人数の充足はもちろんのこ

と、どんな内容で何をしているのかを明らかに分かりやすく明示して

ほしいです。施設の老朽化の対策もお願いします。 

③ 
ご指摘を踏まえ、放課後児童クラブのホームページを見

直してまいります。 

13 

現在第 4子を妊娠中で 6月に出産予定ですが、以前より手当は充実し

ているなと感じました。長女が学童を利用させていただいていました

が、私が 5月から産休に入ることになり、4月のみ利用させてほしい

と申し出ると、年単位での利用しかできないと断られました。4月の 1

ヶ月は不安ですが、自宅で 1人で留守番をさせるしかありません。年

度途中でも退所できる柔軟な対応をお願いしたいです。 

③ 

利用条件については、各放課後児童クラブにて決定して

おります。各クラブに対しては、引き続きニーズ等を踏

まえて利用条件を検討するよう周知してまいります。 

14 

朝の電車で 6時～10時 / 16時～20時の間で、学生専用車両(中・高

生)を対象に 1両設けて頂きたい。マナーは悪いし(評判)、コロナ、イ

ンフルの防止にも効果があると思います。 

④ 

民間事業者の取り組みについて市ができることは限られ

ますが、安全な交通環境づくりについて、引き続き努め

てまいります。 

15 

ｐ39⑤ヤングケアラー 定義について：具体的な説明を記載しては如

何でしょうか。例えば、こども家庭庁が策定した「こども大綱」に記

載されている。本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行っているこども（いわゆるヤングケアラー）。 ｐ39

⑦社会的擁護を必要とするこども・若者 定義について：もう少し広

めに記載しては如何でしょうか。例えば、こども家庭庁が策定した

「こども大綱」に記載に基づき、社会的養護の下で暮らすこども、社

会的養護経験者（いわゆるケアリーバー）。 ｐ52（1）子育ち定義に

ついて：具体例な説明を記載しては如何でしょうか 

② 

ご指摘を踏まえ、「ヤングケアラー」、「社会的擁

護」、「子育ち」について、用語の説明を追加しまし

た。 

 


